
要介護２ 要介護４ 要介護５

740 886 955

第二段階

第三段階①

第三段階②

第四段階

第二段階

第三段階①

第三段階②

第四段階

要介護２ 要介護４ 要介護５

71,168円 76,634円 79,218円

94,418円 99,884円 102,468円

116,428円 121,894円 124,478円

150,094円 155,560円 158,144円

181,892円 192,823円 197,991円

213,690円 230,087円 237,839円

その他の利用料
　・薬代 実費 ・おやつ代 　 　      100円/日

　・理美容費 実費 ・預かり金管理料   　 200円/日

　・レクリエーション費 実費 ・電気管理料  1～3品まで100/日

  (4品目以降は、1品追加につき、100/日追加)

　・消耗品セット費 100円/日

※上記利用料については対象者にのみ利用料がかかります。

介護保険法の改正や職員の体制、状況により基本単位数・加算単位数は増減し、利用料金が変更となる可能性がございます。

（令和8年　6月　改定）

加算基本
単位

670 815

精神科医師配置加算 5／日

栄養マネジメント強化加算 11／日

看護体制加算（Ⅰ）イ、（Ⅱ）イ

一割負担額 　　要介護度別単位数＋加算基本単位×10.27　　/　　10

40／月

・上記以外の方 2,066円／日

算定倍率 　　　　　　　地域区分：6級地 10.27

特別養護老人ホーム 　 しおかぜ南 利用料金表
基本料金　　　　　        　　　　　　【介護保険内請求】

要介護
度別

単位数

要介護１ 要介護３

650円／日

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

19／日

日常生活継続支援加算（Ⅱ） 46／日

収
入
の
段
階
別
基
本
料
金

居
住
費

・市民税非課税世帯の方で合計所得額と課税年金収入額+非課税年収入額の合計が
８０.９万円以下の方 880円／日

・市民税非課税世帯の方で合計所得額と課税年金収入額+非課税年収入額の合計が
８０.９万円を超え、１２０万以下の方 1,370円／日

1,750円／日

課税区分 要介護１ 要介護３

食
費

・市民税非課税世帯の方で合計所得額と課税年金収入額+非課税年収入額の合計が
８０.９万円以下の方 390円／日

・市民税非課税世帯の方で合計所得額と課税年金収入額+非課税年収入額の合計が
８０.９万円を超え、１２０万以下の方

・上記以外の方

第四段階 147,473円 152,902円

介護保険2割負担

187,508円

第二段階 68,547円 73,976円

91,797円 97,226円

・市民税非課税世帯の方で合計所得額と課税年金収入額+非課税年金収入額の合計
が１２０万を超える方 1,370円／日

夜勤職員配置加算（Ⅱ）イ 27／日

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 介護職員等処遇改善加算を除いた合計単位数×17.6％

第四段階

・市民税非課税世帯の方で合計所得額と課税年金収入額+非課税年金収入額の合計
が１２０万を超える方 1,360円／日

第三段階② 113,807円 119,236円

<<１ヶ月（３１日）あたりの利用額内訳料金表>>　介護保険1割負担

第三段階①

第四段階 176,650円

(外出や特別な企画の場合）

205,827円

介護保険３割負担

222,113円


